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令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

こども未来部児童相談・養育支援担当 

 

 

江東区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

  新たに江東区住吉子ども家庭支援センター及び江東区亀戸子ども家庭支援

センターを設置するため、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

（１）江東区住吉子ども家庭支援センター及び江東区亀戸子ども家庭支援セン

ターの名称及び位置について規定する。（第２条関係） 

（２）休館日に関する規定を整備する。（第５条関係） 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の表江東区有明子ども家

庭支援センターの項の次に江東区住吉子ども家庭支援センターの項を加える

改正規定、及び、第５条第１項の表に江東区住吉子ども家庭支援センターの

項を加える改正規定の施行期日は、規則で定める日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

  ２ページ以降を参照 

 

５ 施設案内図及び平面図 

  ４・５ページを参照 
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江東区子ども家庭支援センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 子ども家庭支援センターの名称

及び位置を次のとおり定める。 

第２条 子ども家庭支援センターの名称

及び位置を次のとおり定める。 

名称 位置 

（略） 

江東区有明子ども家

庭支援センター 

 

 

東京都江東区有明二

丁目１番８号 

江東区東陽子ども家

庭支援センター 

 

 

東京都江東区東陽三

丁目１番２号 

（略） 
 

名称 位置 

（略） 

江東区有明子ども家

庭支援センター 

東京都江東区有明二

丁目１番８号 

江東区住吉子ども家

庭支援センター 

東京都江東区住吉一

丁目９番８号 

江東区東陽子ども家

庭支援センター 

東京都江東区東陽三

丁目１番２号 

江東区亀戸子ども家

庭支援センター 

東京都江東区亀戸六

丁目３１番２６号 

（略） 
 

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略） 

（休館日） （休館日） 

第５条 子ども家庭支援センターの休館

日は、次のとおりとする。 

第５条 子ども家庭支援センターの休館

日は、次のとおりとする。 

名称 休館日 

（略） （略） 

 江東区東陽子ども

家庭支援センター 

 

 

名称 休館日 

（略）  （略） 

 江東区東陽子ども

家庭支援センター 

江東区亀戸子ども

家庭支援センター 



3 

 

（略） 

江東区有明子ども

家庭支援センター 

１２月２９日から翌年

の１月３日までの日 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（略） 

江東区有明子ども

家庭支援センター 

１２月２９日から翌年

の１月３日までの日 

江東区住吉子ども

家庭支援センター 

(1) １２月２９日か

ら翌年の１月３日

までの日 

(2) 館内整理日（毎

月第３金曜日（休

日に当たる場合

は、その月の第３

木曜日）及び１月

４日をいう。） 
 

２ （略） ２ （略） 

第６条～第１４条 （略） 第６条～第１４条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行

する。ただし、第２条の表江東区有明子ど

も家庭支援センターの項の次に江東区住

吉子ども家庭支援センターの項を加える

改正規定及び第５条第１項の表江東区有

明子ども家庭支援センターの項の次に江

東区住吉子ども家庭支援センターの項を

加える改正規定は、規則で定める日から施

行する。 
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【 江東区住吉子ども家庭支援センター 】 

１ 所 在 地 江東区住吉一丁目９番８号 

２ 設置場所 江東区こどもプラザ２階 

３ 面  積 専有部：約２４０㎡（建物全体：約２，８１０㎡） 

       ※その他、図書館と兼用の相談室（８㎡・２部屋）や 

事務室（図書館と合せて約１２０㎡）等の諸室あり。 

（案内図） 

 

（平面図(2 階)） ※子ども家庭支援センター専有部は施設 2 階に位置 

 
専有部 
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【 江東区亀戸子ども家庭支援センター 】 

１ 所 在 地 江東区亀戸六丁目３１番２６号 

２ 設置場所 第二亀戸小学校増築棟の 1 階部分 

３ 面  積 約５７６㎡（増築棟全体の延床面積：約３，６６６㎡） 

（案内図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平面図） 

 


